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広島競輪場再整備・運営事業公募型プロポーザル手続開始の公示 

 

令和３年９月３０日 

 

 次のとおり企画提案書の提出を招請します。 

 

広島市長 松井 一實 

 

第１ 事業の趣旨 

   本市が、平成３０年９月に取りまとめた「今後の競輪事業について」に基づき、老朽化し

た広島競輪場を自転車によるスポーツやレジャー等のニーズに対応する複合的な施設に再整

備し、広く市民に利用され、自転車を活用したスポーツや文化の振興に資する取組を行うと

ともに、競輪事業の実施を通じて本市財政に一層貢献するため、施設の再整備を含めた包括

委託を実施するものであり、資金調達能力や豊富な経営ノウハウなど民間事業者の強みを活

かすため、民間事業者から施設の再整備、維持管理及び運営を一体的に行う「広島競輪場再

整備・運営事業」の提案を募集して事業予定者を選定する。 

 

第２ 事業の概要 

 １ 事業の名称 

   広島競輪場再整備・運営事業 

 ２ 事業方式 

   本事業の事業者は、「公募型プロポーザル方式」で選定する。 

 ３ 基本的事項 

   本事業は、次の項目によって構成する。 

⑴ 施設整備に関する事項 

⑵ 事業運営に関する事項 

⑶ その他、本事業の実施に必要な事項  

 ４ 事業提案に当たっての前提条件 

  ⑴ 事業期間 

    長期的な事業運営を担保することで、民間事業者による優良な投資を積極的に誘導する

ことができるよう、事業期間（基本協定期間）は令和４年度から令和３７年度までの３４

年間を限度とし、この範囲内で事業期間の提案を求めるものとする（なお、設計の期間を

１年間、既存施設の解体及び再整備の期間を３年間、再整備後の施設での運営期間を３０

年間と想定しているが、具体的なスケジュールは事業実施者の提案による。）。 

  ⑵ 事業用地 

    事業対象区域は広島競輪場再整備・運営事業公募型プロポーザル公募要領（以下「公募

要領」という。）別紙１のとおりとする。 

 

第３ 施設整備に関する事項 

 １ 基本的な考え方 

競輪事業を実施するとともに、子どもから大人まで幅広い市民が、自転車を活用したスポ

ーツやレジャー等を楽しめるような複合的な施設とする。 
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 ２ 施設整備に関する条件 

⑴ 既存施設の解体除却工事 

  事業対象区域内における既存施設（公募要領別紙３のとおり。）の解体除却工事について

は、事業実施者が実施することとし、解体除却工事に要する費用については、令和７年度

末までに工事完了する部分に限り、事業実施者の提案による額に基づいて、本市が合理的

と認める範囲において、本市が負担する。その負担額の算定に当たり、事業実施者から、

解体除却の範囲や積算根拠が分かる見積、設計図書等の資料を本市へ提出することとし、

本市において、それら資料を検証して負担額を決定する。ただし、負担上限額は、１，６

２４，０００，０００円（消費税及び地方消費税を含む。以下、消費税及び地方消費税の

課税対象となるものは同様とする。）とし、提案額がこれを上回る場合は、提案そのものを

無効とし、事業予定者として選定しない。 

なお、解体除却工事の工程、作業内容等の詳細については、本市と事業実施者が協議の

上決定することとする。 

⑵ 再整備に係る費用 

再整備（ただし、上記⑴を除く。）については、事業実施者の費用負担により行うことと

する。 

また、再整備した施設の所有権は、事業実施者に帰属し、本市は、その買取などは行わ

ない。 

⑶ 再整備に係る施設について 

 ア 事業実施者は、再整備後において、広島競輪場施設・設備の維持管理を行い、これに

係る費用及び手数料等一切の経費を負担するものとする。 

 イ 競輪の用に供する競走場は、自転車競技法（昭和２３（１９４８）年法律第２０９号）

第４条第４項の規定による許可が受けられる位置、構造及び設備の基準を満たすととも

に、競輪開催業務を行うに十分なスペースを確保するものとし、主な内容は、次のとお

りとする。 

   なお、既存施設及び設備のうち、耐震基準を満たしていないもの（公募要領別紙３参

照）を除き、活用可能なものについては、引き続き活用することを妨げるものではない

が、令和８年度以降に再整備が必要となった場合は、事業実施者の責任及び負担により、

既存施設及び設備の解体除却及び再整備を実施するものとする。 

項 目 主な内容 

競走路 ４００ｍバンク 

開催本部 開催執務委員長室、競技委員長室、警備本部 

審判施設 決勝審判室、審判員控室 

選手管理施設 管理事務室、番組編成室、賞金等支給室、自転車検

査場、練習用設備、医務室、選手宿舎 

車券の発売等の用に供する施設 車券売場 

観客の用に供する施設 観覧席、インフォメーションコーナー、救護所、飲

食店、売店、駐車場 

その他開催に必要な施設 記者室、テレビ実況室、施行者事務室、事業実施者

事務室 

その他の施設 一般社団法人日本競輪選手会広島支部事務室、来賓

室、会議室 
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ウ 自転車を活用したスポーツやレジャー等が楽しめ、収益確保に資する施設を整備する

こととする。 

（例）ＢＭＸ走行コース、キックバイク走行コース、専門的な自転車を扱うサイクルシ

ョップ、来場者の利便に供する付帯施設など 

なお、上記の施設に追加して、集客力・収益力の向上に資する付帯的な施設を整備す

ることも提案可能とする。 

３ 施設整備に関する要件 

 ⑴ 関係法令への適合 

    再整備する施設は、自転車競技法や建築基準法、広島県福祉のまちづくり条例、広島市

景観条例その他関係法令等に適合するものであること。 

    なお、再整備後の施設は、災害対策基本法に基づく、切迫した災害の危険から逃れるた

めの指定緊急避難場所とすることを想定している（事業用地周辺の防災情報については、

ひろしま地図ナビ（https://www2.wagmap.jp/hiroshimacity/Portal）の「防災情報」を参

照のこと。）。 

 ⑵ ユニバーサルデザイン等の配慮 

   再整備する施設は、ユニバーサルデザインに十分配慮し、施設利用者が安全かつ快適に

利用できるものとし、かつ、省エネルギー、ライフサイクルコスト、地球温暖化対策など

環境面へも配慮したものとする。 

 ⑶ 景観等への配慮 

   再整備する施設の外観は、地区の特性を生かして魅力と価値を高め、近隣地域に対する

景観・環境に配慮するとともに、周囲の景観とも調和したものとし、案内サインや看板等

の設置に当たっては、広島市屋外広告物条例(昭和５４（１９７９）年広島市条例第６５号)

を遵守することとする。 

 ⑷ 感染症対策 

   新型コロナウイルス感染症を始めとする感染症拡大防止に努め、政府の「新型コロナウ

イルス感染症対策の基本的対処方針」及び「新しい生活様式」並びに競輪関係団体で構成

する新型コロナウイルス感染症対策本部の「競輪・オートレースにおける新型コロナウイ

ルス感染症感染拡大予防ガイドライン」などに配慮した施設整備を行うこと。 

 ⑸ 受動喫煙防止対策 

   喫煙場所の設置に当たっては、健康増進法に基づき受動喫煙を防止するための対策や標

識掲示など必要な措置を講じるとともに、子ども及び従業員等の受動喫煙防止の観点も踏

まえ、設置場所や周辺環境に配慮すること。 

 

第４ 事業運営に関する事項 

 １ 基本的な考え方 

競輪開催業務の実施に当たっては、本市は事業実施者に委託料を支払うものとする。また、

再整備後の施設での業務開始後は、本市は、事業実施者が所有する施設の使用に当たり、事

業実施者に対して施設使用料を支払うものとする。ただし、事業実施者は施設・設備の維持

管理を行い、これに係る費用及び手数料等一切の経費を負担するものとする。 

 

 

 

 

 

https://www2.wagmap.jp/hiroshimacity/Portal
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 ２ 事業運営に関する条件 

⑴ 競輪開催業務 

  ア 本市は、広島市営競輪の開催（以下「市営開催」という。）及び他の競輪場で開催する

競輪の場外車券発売に関する次の(ｱ)～(ｿ)の業務について、包括的に事業実施者に委託

（以下「包括委託」という。）するものとする。 

(ｱ) 競輪開催に係る各種業務の運営統括及び総務に関する業務 

(ｲ) 車券発売・払戻に関する業務 

(ｳ) 場内の情報提供に関する業務 

(ｴ) お客様サービス・イベント等の実施に関する業務 

(ｵ) ギャンブル等依存症対策に関する業務 

(ｶ) 場内・駐車場・周辺道路の警備及び清掃に関する業務 

(ｷ) 問合せ・トラブル・苦情等への対応に関する業務 

(ｸ) 選手宿舎の管理・運営及び医務室の運営に関する業務 

(ｹ) 競輪開催に係る施設・設備の管理に関する業務 

(ｺ) 開催業務以外の業務 

(ｻ) 市営開催・場外開催に係る他場及び関係機関との契約等に関する業務 

(ｼ) 広報・宣伝企画に関する業務 

(ｽ) 各種調査・報告に関する業務 

(ｾ) その他競輪の実施に関する業務 

(ｿ) 本市が行う開催業務及び日常業務等の支援に関する業務 

ただし、再整備後の施設での業務開始後については、(ｹ)の業務は、第３の２の⑶のア

のとおり事業実施者が行う（委託業務には含まない。）。 

(ｱ)～(ｿ)の業務の詳細は、広島競輪開催業務一覧表（公募要領別紙４）のとおり。 

  イ 事業実施者が提案したスケジュールに基づく既存施設での業務期間における競輪開催

業務については、上記アの内容とし、その委託料の額については、事業実施者が提案し

た額とする。ただし、上限額は、４０１，０００，０００円／年度とし、提案額がこれ

を上回る場合は、次のウの期間を含め、該当部分の点数を０点とする。 

  ウ 既存施設の解体及び再整備期間中における競輪開催業務については、事業実施者が提

案したスケジュールに基づき、広島競輪場又は他場において上記アの内容（ただし、(ｹ)

は既存施設の解体スケジュール等によっては除く場合がある。）とし、その委託料の額に

ついては、他場借上げによる競輪開催経費の増加分を考慮して、上記イの事業実施者の

提案額を基に、本市と事業実施者が協議の上定めることとする。 

  エ 事業実施者が提案したスケジュールに基づく再整備後の施設での業務開始後における

競輪開催業務については、上記アの内容とし、その委託料の額については、１年度当た

りの車券売上額に事業実施者の提案に基づいた割合を乗じた額とする。また、事業実施

者が所有する施設の使用に当たり、本市が支払う施設使用料の額については、事業実施

者が提案した額とする。   
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   オ 包括委託に当たっては、事業実施者の提案に基づき、毎年度２４１，０００，０００

円以上の収益を本市に対して保証するものとし、各年度の収支が提案のあった収益保証

額に満たない場合は、その不足額を事業実施者が補填することとする（提案額が    

２４１，０００，０００円を下回る場合は、提案そのものを無効とし、事業予定者とし

て選定しない。）。 

     各年度の収支とは、広島市競輪事業特別会計の歳入決算額（命名権に関する収入（施

設の再整備後は除く。）、敷地の有効活用に関する収入（事業用地の貸付後は除く。）、前

年度繰越金、競輪事業基金利子収入、国有地貸付料及び各年度の競輪開催業務の委託契

約（以下「委託契約」という。）において定めた日数を超える市営開催（以下「追加開催」

という。）に関する収入（施設の再整備後は除く。）を除く。）から、同特別会計の歳出決

算額（大規模な広島競輪場施設整備費（施設の再整備後は除く。）、基金積立金、一般会

計繰出金、国有地借上料及び追加開催に関する支出（施設の再整備後は除く。）を除く。）

を差し引いた金額（以下「収益保証対象収支」という。）をいう。 

     なお、不可抗力（天災（地震、津波、落雷、暴風雨、洪水、異常降雨、土砂崩壊等）、

人災（戦争、テロ、暴動等）その他事業実施者の責に帰すことのできない事由をいう。）

又は社会経済情勢に著しい変化等が生じたことにより、収益保証対象収支が、事業者が

提案した収益保証額を大幅に下回ることが明らかな場合は、広島市及び事業実施者が協

議の上、合理性の認められる範囲で変更することができる。 

   カ 競輪開催業務の実施に係る従事員等は、事業実施者において確保するものとし、地域

における安定した雇用の維持・確保の観点から、令和４年３月３１日までを契約期間と

する包括委託の受注者が雇用している従事員及び再委託先の従業員等について、施設の

解体及び再整備期間中を含め、可能な限り雇用の維持に配慮するものとする。 

   キ 事業実施者は、毎年度、事業実施計画書を本市へ提出し、承認を得るものとする。 

また、年度中途で計画を変更する場合にも同様とする。 

事業計画の進捗状況については、四半期毎に本市によるヒアリングを受けるものとし、

その際、本市は第三者を同席させて参考意見を求めることができるものとする。 

   ク 事業実施者は、毎月１０日までに前月分の業務報告書を提出するものとする。 

   ケ 事業実施者は、業務報告書の提出後、本市による履行内容に係る検査を受けなければ

ならない。検査終了後、事業実施者は本市に対して委託料の請求書を提出し、本市は請

求のあった日から３０日以内に委託料を支払うものとする。 

   コ 事業実施者は、事業期間中、本市に対し毎年度、事業収支報告書を提出するものとす

る。 

   サ 事業実施者は、オに基づき、各年度の収支が提案した収益保証額に満たず、その不足

額を補填する必要が生じた場合は、当該年度における３月３１日時点での歳入・歳出決

算見込額により算出した概算の補填額を本市に支払うものとし、決算確定後、過不足が

生じた場合は、翌年度精算するものとする。 

   シ 競輪開催業務の実施に当たっては、自転車競技法、自転車競技法施行規則（平成１４

（２００２）年経済産業省令第９７号）のほか、広島市競輪条例、広島市競輪実施規則

その他の関係法令を遵守するものとする。 

  ⑵ 自転車を活用したスポーツ振興等に係る事業 

   ア 事業実施者は、再整備後の施設において、次のとおりの取組を行うこととする。 

    (ｱ) 自転車を活用したスポーツやレジャー等が楽しめ、収益確保に資する取組 

    (ｲ) 自転車を活用した文化の振興に資する取組 
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    (ｳ) 競輪場施設を有効活用した市民サービス向上に資する取組 

     なお、上記の取組に追加して、集客力・収益力の向上に資する付帯的な取組を行うこ

とも提案可能とする。 

ただし、第２の６の⑵のとおり、国有地部分においては、競輪事業に係るもの以外の

収益事業を行うことはできないものとする（競輪事業に係る実施可能な収益事業の例示

は、公募要領別紙２のとおり。）。 

   イ アの事業は、風俗営業、性風俗関連特殊営業その他公の秩序又は善良の風俗に反する

目的の事業でないこととし、国有地部分においては、次に掲げる事項を条件として実施

するものとする。 

(ｱ) 自転車競技法その他関連法令に適合するものであること。 

(ｲ) 公益の増進以外を主な目的とするものでないこと。 

   ウ アの事業の実施に当たっては、事前に本市へ事業計画書を提出し、本市の承認を得る

ものとする。事業計画に変更が生じた場合は、その都度変更計画書を提出し、本市の承

認を得るものとする。特に、国有地において実施するものについては、提出された事業

計画書又は変更計画書の内容について本市から国へ協議し、国が承認した場合に限り、

実施を認めることとする。また、毎年度、本市へ事業実施報告書及び事業収支報告書を

提出するものとする。 

 ３ 事業運営に関する要件 

  ⑴ 委託契約期間 

    競輪開催業務の内容、同業務委託料及び施設使用料等の詳細は、本市と事業実施者の間

で別途締結する委託契約において定めることとし、契約期間は１年間とする（年度ごとに

契約を締結する。）。    

  ⑵ 競輪場内での車券発売 

    既存施設の解体及び再整備期間中を含め、当面は競輪場内で現行の方法（マークシート

方式）による車券発売も行うこと。 

  ⑶ 自転車を活用したスポーツ振興等に係る施設の維持管理等 

    自転車を活用したスポーツ振興等に係る施設の維持管理及び事業は、事業実施者の負担

により行うこと。 

  ⑷ ギャンブル等依存症対策 

    ギャンブル等依存症対策について、具体的かつ実効性のある提案を行い、それに基づき

確実に実施すること。 

  ⑸ 感染症対策 

    新型コロナウイルス感染症を始めとする感染症に対する感染症拡大防止に努め、政府の

「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」及び「新しい生活様式」並びに競輪

関係団体で構成する新型コロナウイルス感染症対策本部の「競輪・オートレースにおける

新型コロナウイルス感染症感染拡大予防ガイドライン」などに配慮した運営を行うこと。 

  ⑹ 事業の推進に関わる者との連携・協力 

     事業実施者は、本市のほか、競輪事業関係者や自転車スポーツ関係者、地域住民その他

事業の推進に関わる者と連携・協力し、円滑な運営を行うこと。 
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第５ プロポーザル参加に必要な要件 

 １ プロポーザル参加者の構成 

   プロポーザルに参加できる者は、法人又は複数の法人によって構成される共同事業体（以

下「共同事業体」という。）とし、個人での参加はできない。 

   単独法人で参加した場合は、共同事業体の構成員になることはできず、また、共同事業体

の構成員は複数の共同事業体の構成員になることはできない。 

   共同事業体で参加する場合は、代表する法人（以下「代表法人」という。）を定めた上で、

当該法人が共同事業体を代表して応募手続を行うものとする。 

 ２ プロポーザル参加資格 

   プロポーザル参加者又は共同事業体の構成員は、以下に掲げる要件を全て満たすものとす

る。 

  ⑴ 地方自治法施行令（昭和２２（１９４７）年政令第１６号）第１６７条の４及び広島市

契約規則（昭和３９（１９６４）年広島市規則第２８号）第２条に該当しない者であるこ

と。 

  ⑵ 令和４年１月１日時点において、令和２・３・４年広島市競争入札参加資格者名簿の「施

設維持管理業務を除く役務」の「広報・宣伝」、「催事・展示」、「建物付属設備、機械設備

（施設維持管理業務に掲げているものを除く。）の保守点検・運転管理」若しくは「その他」

又は「施設維持管理業務」のいずれかに登録されている者であること。ただし、共同事業

体にあっては、構成員のいずれかの法人が当該参加資格者名簿に登録されていること。 

  ⑶ 広島市税、消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。 

  ⑷ 営業停止処分又は本市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていな

い者であること。 

 ⑸ 暴力団等（広島市発注契約に係る暴力団等排除措置要綱第２条第６項に規定する暴力団

等をいう。）ではないこと。 

 ⑹ 自転車競技法施行規則第３条第２項各号に該当しない者であること。 

 ⑺ 警備業法（昭和４７（１９７２）年法律第１１７号）第４条の規定に基づく警備業の認

定を都道府県公安委員会から受けている者であること。ただし、共同事業体にあっては、

構成員のいずれかの法人が警備業の認定を受けていること。 

 

第６ 応募の手続 

 １ 公募要領等の交付 

⑴ 交付期間 

    公示日から令和３年１０月１９日（火）まで 

  ⑵ 交付方法 

    ア 手渡し 

     期間中、午前９時から午後５時までに広島市経済観光局競輪事務局へ。 

     〒７３４－００１１ 広島市南区宇品海岸三丁目６番４０号 

     電話：０８２－２５４－５４４５ ＦＡＸ：０８２－２５１－２３８２  

   イ ダウンロード 

     広島市ホームページからダウンロードして印刷すること。 

      広島市ホームページ(http://www.city.hiroshima.lg.jp/)のトップページ下部の「事

業者向け情報」→「入札・契約情報」の「入札発注情報」→「プロポーザル・コンペの

案件情報」→「令和４年度 方式・案件名」 

 

http://www.city.hiroshima.lg.jp/)のトップページ下部の「事業
http://www.city.hiroshima.lg.jp/)のトップページ下部の「事業
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 ２ プロポーザル参加資格確認申請 

  プロポーザルに参加する者は、参加資格確認申請書類を提出し、参加資格の確認を受ける

こと。 

  参加資格確認の結果、適合するとされた事業者がプロポーザルに参加することができる。 

⑴ 申請方法 

   次の書類を提出すること。       

  ア 提出書類 

   (ｱ) 公募型プロポーザル参加資格確認申請書（公募要領様式第２号） 

   (ｲ) 事業者情報カード（公募要領様式第３号） 

（役員名簿（様式自由）を添付すること） 

※ 共同事業体にあっては、全ての構成員について提出すること。 

   (ｳ) 共同事業体構成員表（公募要領様式第４号） 

（役員名簿（様式自由）を添付すること） 

   (ｴ) 委任状(構成員用)（公募要領様式第５号） 

     ※ 共同事業体の代表法人以外の全ての構成員 

について提出すること。 

   (ｵ) 申請書類の公表に関する意向表明書(兼同意書)（公募要領様式第６号） 

※ 共同事業体にあっては、全ての構成員について提出すること。 

   (ｶ) 警備業法第４条の規定に基づく警備業の認定を各都道府県公安委員会から受けて

いることを証する書類の写し 

     ※ 共同事業体にあっては、構成員のうち警備業の認定を受けている法人について

提出すること。 

   (ｷ) 広島市税の納税証明書（広島市への納税義務がない事業者については、その旨の申

立書（公募要領様式第７号）） 

※ 共同事業体にあっては、全ての構成員について提出すること。 

   (ｸ) 消費税及び地方消費税の納税証明書 

※ 共同事業体にあっては、全ての構成員について提出すること。 

  イ 提出先 広島市経済観光局競輪事務局 

        〒７３４－００１１ 広島市南区宇品海岸三丁目６番４０号 

        電話：０８２－２５４－５４４５ 

  ウ 提出方法 持参、又は配達証明付き書留郵便 

  エ 提出期限 令和３年１０月１９日(火)午後５時(必着) 

⑵ 審査結果 

提出された書類により審査し、その結果は申請者に速やかにプロポーザル参加資格確認

結果通知書（公募要領別紙５）により通知する。 

３ 財務書類の提出 

 ⑴ 提出書類 

    共同事業体にあっては、全ての構成員について提出すること。 

ア 財務書類提出書（公募要領様式第９号） 

正本(原本)１部 

 

 

 

 

共同事業体で参加する場合のみ 
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イ 財務書類（以下、参照のこと。）の写し 

 １部 

(ｱ) 直近の３事業年度における法人税申告書 

（税務官署受付印のあるもの。ただし、ｅ－ｔａｘの場合は受信通知などが確認で

きるもの。） 

(ｲ) 直近の事業年度における次のａ～ｈの決算関係書類 

ａ 貸借対照表 

ｂ 損益計算書 

ｃ 事業報告書 

ｄ 株主資本等変動計算書 

ｅ 個別注記表 

ｆ キャッシュフロー計算書 

ｇ 附属明細書 

ｈ 会計監査法人又は監査役会により監査を受けた場合その監査報告書 

なお、財務書類は、事業予定者選定の際の参考とするもので、組織規模等により、作成

が義務付けられていない書類は提出不要とする。 

また、発行済株式１００％を保有する親会社がいる場合は、親会社の書類も提出するこ

と。 

  ⑵ 提出先 

    広島市経済観光局競輪事務局 

    〒７３４－００１１ 広島市南区宇品海岸三丁目６番４０号 

    電話：０８２－２５４－５４４５ 

  ⑶ 提出方法 

    持参、又は配達証明付き書留郵便 

  ⑷ 提出期限 

    令和３年１０月２９日（金）午後５時（必着）  

４ 応募 

 ⑴ 応募方法 

   次の応募書類に必要事項を記入の上、全て片面印刷で指定した部数及び電子データ（ワ

ード又はエクセル）を格納したＣＤ－Ｒ１部を提出すること。その際、印刷したものにつ

いては、各部数とも見出しを付したファイルに綴り、ＣＤ－Ｒについては、見出しを付し

たラベルを貼付し提出すること。 

ア 応募書類及び部数 

(ｱ) 企画提案応募申込書(公募要領様式第１０号) 

正本(原本)１部 

   (ｲ) 企画提案書(表紙及び公募要領提案様式第１号から第５－⑸号) 

正本(原本)１部、副本(写し)１５部 

   (ｳ) プロポーザル参加者の概要等を説明した資料(様式自由) 

正本(原本)１部、副本(写し)１５部を提案書とは別にすること。 
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イ 作成に当たっての留意事項 

(ｱ) 提案様式はＡ４縦とし、様式ごとに２枚以内で作成して要点を分かりやすく記入す

ること。 

また、競輪関係者以外でも理解できるような表現とすること。 

なお、補足のための資料添付(Ａ４)は認めるが、そのことをもって提案書への記

入を省略することは認めない。 

(ｲ) ページ番号を下部中央に通し番号で記入すること。 

(ｳ) 応募者の住所、氏名は正本のみに記載し、副本には記載しないこと。 

      なお、応募者の会社パンフレット等の提出があった場合、審査の際には応募者名が

判別できないようにして提示する。 

   (ｴ) 企画提案書、その他企画提案を説明するために必要な書類（任意）、応募者の概要

及び事業内容を証明するために必要な書類（任意）の副本は、住所、氏名、法人のロ

ゴ等を記載せず、応募者が特定できない形で提出すること。 

  ウ 提出先 広島市経済観光局競輪事務局 

        〒７３４－００１１ 広島市南区宇品海岸三丁目６番４０号 

        電話：０８２－２５４－５４４５ 

  エ 提出方法 持参、又は配達証明付き書留郵便 

  オ 提出期限 令和３年１２月２１日(火)午後５時(必着) 

⑵ 提案に当たっての留意事項 

  ア 提案は１者１件とすること。 

  イ 企画提案書の再提出は、提出期限内に限り認める。ただし、差し替える場合は、書類

全てを差し替えること。 

  ウ 提出した企画提案書を取り下げる場合は、速やかに「取下願(公募要領様式第１１号)」

を提出すること。 

また、企画提案書を提出した日から事業予定者の選定日（第６の３の⑵の審査結果の

通知日）までの間にプロポーザル参加資格を満たさなくなった場合なども「取下願(公

募要領様式第１１号)」を提出すること。 

エ 提出された書類は返却しない。 

オ 提出された書類は、他者に知られることのないよう取り扱うとともに、事業予定者選

定以外の目的で使用しない。ただし、プロポーザル参加者の了承を得た場合は、この限

りでない。 

また、広島市情報公開条例に基づき開示請求があったときは、法人等の競争上又は事

業運営上の地位を害すると認められるもの等不開示情報を除いて開示請求者に開示する。 

カ 提出された企画提案書等の内容について、問合せを行う場合がある。 

⑶ 提案の無効 

ア プロポーザル参加資格のない者による提案 

イ 事業予定者の選定日（第６の３の⑵の審査結果の通知日）までの間にプロポーザル参

加資格を満たさなくなった者による提案 

ウ 民法（明治２９（１８９６）年法律第８９号）第９０条（公序良俗）、第９３条（心裡

留保）、第９４条（虚偽表示）又は第９５条（錯誤）に該当する提案 

エ 誤字、脱字等により必要事項が確認できない提案 

オ 提出書類に虚偽の記載がある提案 

カ 公募要領の記載内容に反した提案 

キ 必要事項の記載がない提案 
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ク 記載すべき内容とは違うものが記載された提案 

ケ １者が２件以上の提案をしたときは、その者による全ての提案 

 

第７ 事業予定者の選定 

１ 審査 

⑴ 審査手順 

次の⑵の広島市附属機関設置条例に基づき設置された広島市競輪運営委員会（以下「運

営委員会」という。）は、事業予定者選定基準（公募要領別紙６）に沿って審査をする。そ

の際、プロポーザル参加者は、運営委員会において、自ら提出した企画提案書の内容に関

するプレゼンテーションを実施する。プレゼンテーションの日時、場所等については、プ

ロポーザル参加者に別途連絡（通知）する。 

  ⑵ 運営委員会 

運営委員会の委員は、次に示すとおりである。 

                                     （敬称略） 

No, 分 野 氏 名 役 職 等 

１ 公共施策 
いとう  としやす 

伊藤  敏安 
広島修道大学国際コミュニティ学部教授 

２ 経営 
いとう  まさつぐ 

伊藤  雅次 

㈲企業実務研究所所長、中小企業診断士、

社会保険労務士 

３ スポーツ 
かわしま こうじ 

川島  宏治 
テレビキャスター 

４ 法律 
つくだ   さちよ 

佃   祐世 
弁護士 

５ レジャー・観光 
つじ   たかかず 

辻   孝和 
㈱たびまちゲート広島 顧問 

⑶ 事業予定者の選定方法 

プロポーザル参加者から提出された企画提案書等について、運営委員会の各委員が事業

予定者選定基準（公募要領別紙６）の審査項目ごとに付与した点数の平均値の合計を総合

得点とし、本市は、総合得点が最も高い者を事業予定者として選定する。ただし、総合得

点が配点総計の６割に達していない場合は、この限りでない。 

なお、審査項目ごとの平均値を算出する際の有効桁数は小数点第１位までとし、小数点

第２位を四捨五入する。 

２ 基本協定等の優先交渉権の決定 

   事業予定者に選定された者は、本事業の基本協定等の優先交渉権者とする。 

   ただし、指名停止等やむを得ない事情により優先交渉権者と協定等を締結できないときは、

運営委員会の審査において総合得点が次に高かった者を優先交渉権者とし、以下、総合得点

が配点総計の６割に達している者について、同様に取り扱う。 

 

第８ 基本協定等の締結 

   本市と優先交渉権者は、本事業内容について協議を行い、協議成立後、広島競輪場施設の

解体除却に係る協定（以下「解体除却に係る協定」という。）の締結について広島市議会の議

決を得た上で、随意契約の方法により事業の基本的事項を定めた基本協定、解体除却に係る

協定及び令和４年度広島競輪開催業務委託契約を締結する。 
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第９ その他の事項  

１ このプロポーザルにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

２ 詳細は、公募要領による。 

 

第 10 照会窓口（業務担当課） 

 １ 名  称  広島市経済観光局競輪事務局 

 ２ 所在地  〒７３４－００１１ 広島市南区宇品海岸三丁目６番４０号 

 ３ 連絡先  電話：０８２－２５４－５４４５ ＦＡＸ：０８２－２５１－２３８２ 

         電子メール：keirin@city.hiroshima.lg.jp 


